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財産管理制度活用推進委員会委員一覧

（委員あいうえお順）

氏 名 所 属 等

委員 稲垣克哉 三重県土地改良事業団体連合会前事業部次長

（～平成 31年３月）

浦山正四 全国土地改良事業団体連合会中央換地センター所長

（令和元年７月～）

大亀泰護 広島県土地改良事業団体連合会前事業部次長

（～平成 31年３月）

倉田昌昭 兵庫県土地改良事業団体連合会事業部地籍換地課長

（平成 31年４月～）

監物淳二 新潟県土地改良事業団体連合会換地部次長

笹原裕司 （石川県）尾張町法律事務所弁護士

佐藤丈宜 法務省民事局付検事（～平成 29年７月）

中村 勉 （岩手県）石鳥谷東部土地改良区前事務長

（～平成 31年３月）

長谷川浩之 新潟県糸魚川地域振興局農林振興部副部長

宮﨑文康 法務省民事局付検事（平成 31年４月～）

横田忠幸 （新潟県）関川水系土地改良区整備課参事

（平成 31年４月～）

吉田秀雄 全国土地改良事業団体連合会常務理事・上席参与

（～令和元年６月）

渡部みどり 法務省民事局付検事

（平成 29年７月～平成 31年３月）



- 273 -

民 法 （抄）

（不在者の財産の管理）

第二十五条 従来の住所又は居所を去った者（以下「不在者」という。）がその財産の管

理人（以下この節において単に「管理人」という。）を置かなかったときは、家庭裁判

所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命

ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

２ 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理

人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

（管理人の改任）

第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでない

ときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任すること

ができる。

（管理人の職務）

第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産

の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の

中から支弁する。

２ 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があると

きは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることが

できる。

３ 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に

必要と認める処分を命ずることができる。

（管理人の権限）

第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家

庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない

場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、

同様とする。

（管理人の担保提供及び報酬）

第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさ

せることができる。

２ 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中か

ら、相当な報酬を管理人に与えることができる。

（失踪の宣告）

第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請

求により、失踪の宣告をすることができる。

２ 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に

遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の

危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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（失踪の宣告の効力）

第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時

に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡し

たものとみなす。

（失踪の宣告の取消し）

第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの

証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告

を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その

取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

２ 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現

に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

第五節 同時死亡の推定

第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後

になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したもの

と推定する。

（権限の定めのない代理人の権限）

第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

一 保存行為

二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改

良を目的とする行為

第六章 相続人の不存在

（相続財産法人の成立）

第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

（相続財産の管理人の選任）

第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によっ

て、相続財産の管理人を選任しなければならない。

２ 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこ

れを公告しなければならない。

（不在者の財産の管理人に関する規定の準用）

第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管

理人（以下この章において単に「相続財産の管理人」という。）について準用する。

（相続財産の管理人の報告）

第九百五十四条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、そ

の請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

（相続財産法人の不成立）

第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、
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成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の

効力を妨げない。

（相続財産の管理人の代理権の消滅）

第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅す

る。

２ 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしな

ければならない。

（相続債権者及び受遺者に対する弁済）

第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあるこ

とが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債

権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければ

ならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

２ 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで

（第九百三十二条ただし書を除く。）の規定は、前項の場合について準用する。

（相続人の捜索の公告）

第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないと

きは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるな

らば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合に

おいて、その期間は、六箇月を下ることができない。

（権利を主張する者がない場合）

第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、

相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を

行使することができない。

（特別縁故者に対する相続財産の分与）

第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相

続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特

別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全

部又は一部を与えることができる。

２ 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

（残余財産の国庫への帰属）

第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。こ

の場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
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家事事件手続法（抄）

第四節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件

（管轄）

第百四十五条 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件（別表第一の五十五の項に

ついての審判事件をいう。）は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判

所の管轄に属する。

（管理人の改任等）

第百四十六条 家庭裁判所は、いつでも、民法第二十五条第一項の規定により選任し、

又は同法第二十六条の規定により改任した管理人を改任することができる。

２ 家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の

規定により改任した管理人及び前項の規定により改任した管理人（第四項及び第六項

において「家庭裁判所が選任した管理人」という。）に対し、財産の状況の報告及び管

理の計算を命ずることができる。同法第二十七条第二項の場合においては、不在者が

置いた管理人に対しても、同様とする。

３ 前項の報告及び計算に要する費用は、不在者の財産の中から支弁する。

４ 家庭裁判所は、管理人（家庭裁判所が選任した管理人及び不在者が置いた管理人を

いう。次項及び次条において同じ。）に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除

を命ずることができる。

５ 管理人の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、

裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更

又は消滅の登記についても、同様とする。

６ 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、

家庭裁判所が選任した管理人について準用する。

（処分の取消し）

第百四十七条 家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、

管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなっ

たときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二

十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の

取消しの審判をしなければならない。

第十六節 相続人の不存在に関する審判事件

（管轄）

第二百三条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属す

る。

一 相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件（別表第一

の九十九の項の事項についての審判事件をいう。次号及び第二百八条において同じ。）

相続が開始した地を管轄する家庭裁判所

二 相続人の不存在の場合における鑑定人の選任の審判事件（別表第一の百の項の事項

についての審判事件をいう。） 相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関す

る処分の審判事件において相続財産の管理人の選任の審判をした家庭裁判所
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三 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件（別表第一の百一の項の事項につい

ての審判事件をいう。次条第二項及び第二百七条において同じ。）相続が開始した地を

管轄する家庭裁判所

（特別縁故者に対する相続財産の分与の審判）

第二百四条 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法第九

百五十八条の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。

２ 同一の相続財産に関し特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件が数個同時に

係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。

（意見の聴取）

第二百五条 家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審

判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条

において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した相続財産の管理人（次条

及び第二百七条において単に「相続財産の管理人」という。）の意見を聴かなければな

らない。

（即時抗告）

第二百六条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をす

ることができる。

一 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判 申立人及び相続財産の管理人

二 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを却下する審判申立人

２ 第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は相

続財産の管理人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。

（相続財産の換価を命ずる裁判）

第二百七条 第百九十四条第一項、第二項本文、第三項から第五項まで及び第七項の規

定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合に

おいて、同条第一項及び第七項中「相続人」とあり、並びに同条第二項中「相続人の

意見を聴き、相続人」とあるのは「相続財産の管理人」と、同条第三項中「相続人」

とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人若しくは相続財産の管理人」

と、同条第四項中「当事者」とあるのは「申立人」と、同条第五項中「相続人」とあ

るのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人及び相続財産の管理人」と読み

替えるものとする。

（管理者の改任等に関する規定の準用）

第二百八条 第百二十五条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の管理に

関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被

後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。
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特別縁故者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P53、56、236
〔 な 〕

〔 に 〕

認定死亡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P35

〔 ぬ 〕

〔 ね 〕

〔 の 〕

〔 は 〕

〔 ひ 〕

〔 ふ 〕

不換地処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16、52、87、178、197
不在者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16
不在者財産管理人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 5、15

〔 へ 〕

弁済・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P50
〔 ほ 〕

報酬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13、27、58
〔 ま 〕

〔 み 〕

民法（抜粋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P273
〔 む 〕

〔 め 〕

〔 も 〕

〔 や 〕

〔 ゆ 〕

〔 よ 〕

予納金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12、18、39
〔 ら 〕

〔 り 〕

利害関係人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17、37
〔 る 〕

〔 れ 〕

〔 ろ 〕

〔 わ 〕




